日本国憲法（渋谷教官）１／３０　追加分
〈人権格論〉
XVIII　精神的自由権（１９条～）→１９条、２０条、２１条、２３条が基礎。
１９条「思想及び良心の自由」　⇒　「思想及び良心」について憲法学上２通りの捉え方
　　　　　　１：価値観・心情とする狭い捉え方　　　　　
　　　　　　２：思考一般・感情とする広い捉え方　　　　
ｃｆ．憲法における「内心」の概念図
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Ａ：知識（単に知っていること。憲法上保護されない。）
Ｂ：思考・感情（Ａの知識に対して個々の人間が抱く　　感情・考え方。上の２の考え方ならば保護される。）
Ｃ：価値観（Ｂの様式を決める、生き方・世界観を決めるなど、人間の精神活動の根本にあると考えられるもの。１，２の場合ともに保護される。）
少なくともＡの「知識」については憲法上保障されない。
　　┗ｅｘ．偽証罪（憲法１９条をもとに「自由に考えて述べていいんだ」と言って適当なことを証言するとつかまります。∵憲法は知識については保護していないため。）
２１条「表現の自由」：１９条により保護された思想・内心を、発信する自由。
２０条「信教の自由」、２３条「学問の自由」：思想・良心の自由のうち、宗教・学問についての部分は長い歴史的に見ても戦前に限ってみても弾圧を受けてきたため、現行憲法下では特に別枠で規定することで、保護の意志を明確化している。
ｃｆ．「学問」とは？；真理の実証的、論理的、体系的探究活動
この４つの条文を基本的な基礎とする。 場合により、「学習」を自由に精神を構築する重要な活動として、２６条の「教育を受ける権利」（＝「学習権」）を５つ目に加えることもある。
１．信教（＝宗教）の自由
　　→宗教を信じるかどうか、また信じるならば何を信じるかは自由である。
(1)宗教の定義（最高裁判例）；「超自然的・超人間的本質（例えば神・仏・霊など）の存在を確信し、畏敬崇拝する信条と行為。」
アイドルオタクは新興宗教の信者みたいですが……　⇒畏敬崇拝の対象が超自然ではないので宗教ではない。
(2)宗教の自由を保障する意義
　①人間の精神生活の根源に関係するため。
　②旧憲法下での「国家神道」の教訓　　p86
　　　※もっとも戦中当時、国家神道自体は自らを「祭祀行事であって、宗教ではない」としていた。
［内容］
20条　1項前段；信教の自由
　　　　 後段；「いかなる宗教団体も…特権を受け、…政治上の権力を行使してはならない」宗教団体からの統治権剥奪
　　　2項；「何人も宗教上の行為…強制されない」個人の宗教的自由
　　　3項；「国及びその機関は…宗教的活動もしてはならない」政教分離
(3)宗教と政府の関係　＝日本が政教分離なだけで、国によりさまざま。
①祭政一致；宗教が政治を規定する。：原始宗教・アニミズム（卑弥呼のまじない）、イランホメイニの神権政治。

②国教制度； 政治が特定の宗教を国の宗教として公認している場合。信教の自由が保障されていないわけではない。：英国国教会

③特定の宗教に特典付与；そのまんま。：ドイツ（大教会に課税権）、イタリア
④政教分離；フランスは厳格に分離。トルコはイスラム系政党の躍進で近年揺らぎ気味。日本はかなり分離が甘い方。：フランスのライシテ、トルコの世俗主義、アメリカの「国教樹立禁止条項」（憲法修正第1条）
(4)日本国憲法の考え方

ｉ．信教（＝宗教）の自由

　　┗20条1項前段、2項

　　①信仰・無信仰の自由（無信仰の点は忘れやすいので注意）

　　②宗教的行為（礼拝・告白（＝自分の宗教を言う）・沈黙（自分の宗教を言わずに隠す）・布教）の自由

　　③宗教的結社の自由

　　※このほか、宗教的教育の自由も場合により含まれる。

ｉｉ．政教分離原則（⇒政教分離という“制度・公序”を保障）

　　　　┗20条1項後段、3項、89条（＝政府財政。公金・公財産を宗教団体の利益目的で拠出することの禁止）

具体例１．津地鎮祭違憲訴訟 p90　＝体育館建設の地鎮祭拠出は違憲か？

　　結論：合憲

　　判断基準：目的・効果基準

　　　　①目的が宗教的

　　　　②効果・結果として特定の宗教への援助・助長・圧迫・干渉になる

　　　　（②＝政府が宗教にお墨付きを与えたことになるかどうか）

　　　　日本：①かつ②で違憲

　　　　（アメリカでは①または②で即違憲となるが、日本では宗教行為を行事として世俗化し受け入れてきた歴史があるため、基準を緩和している）

　　　　津地鎮祭＝①ではなく、②でもないため、完全に合憲。

具体例２．愛媛県玉串料訴訟　＝靖国神社＆護国神社に玉串料（≒お布施）を拠出した

　　結論：違憲（①かつ②で、完全なクロ）

≪Question≫：首相の靖国参拝は？

　　→裁判所が積極的に憲法判断をすれば確実にアウト（愛媛県玉串料ですらクロなので、状況から見て①かつ②に当てはまるのは確実）。だが、裁判所は憲法判断を避けることがほとんど（できれば触れたくない）。実際、地裁レベルで違憲判断がなされたことはあるが、最高裁での結審は「首相の参拝により原告の利益が害されたとは言えない」として門前払い状態。

２．表現の自由　p97

(1)保障対象；情報流通に関わるすべての行為

(2)機能　＝バリエーションあり。

　　①自己実現：自己の内面を表現し、自分の内面、または外的側面を充実させる

　　　　┗バンドのライブで演奏したら、精神的に充実したし、見た目もかっこよくなった

　　②自己統治：参政する上で、政治についての正確な情報を流すため

　　　　┗首相が漢字を読めるかどうかが紹介され、選挙の参考になる

　　③思想の自由市場：思想が自由に流通すれば、自由経済のように、より優れた思想が生き残り、最終的には真理に到達できる

　　　　┗※問題点：自由市場で正しい思想が生き残るか？（ｅｘ．煽動的情報、ゴシップ記事、エセ科学、やらせ）

　　④社会の安定：社会の不満が適度に抜ける。社会の安全弁

　　　　┗東大自治会がデモ行進を自由にできるので、逆にクーデターを起こさなくなる。

　　⑤その他「情報は公共財だから」「寛容な社会に必要だから」

　　※渋谷説；情報は人間のすべての行動の基盤となるから。

(3)限界　＝公共の福祉による制約　p106～

　公共の福祉により、他の人権との衝突を解決

　（条文根拠）

　　12条「保障する権利は……濫用してはならず、公共の福祉のためにこれを用いる義務……」

　　13条後段「権利は公共の福祉に反しない限り政治……で最大限保障」

公共の福祉とは？　＝２パターンある。

　　①内在的制約　→有害行為の禁止（12条、13条）

　　②外在的制約　→社会政策的見地からの制約（＝財産権がらみ）（22条、29条）

　※「二重の基準double standard」論　＝適用するときの場合分け

　　適用対象が
　　精神的自由権　→合憲性の推定を前提とせずに（＝違憲判断の可能性も含めて）厳格に制約根拠を審査する

　　経済的自由権　→　　　〃　　　前提として、ゆるやかに審査

これで全部終了です。お疲れ様でした。
